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令和６年度三芳教育 

三芳町教育行政重点施策の趣旨 

 平成２８年度（２０１６）に策定した「第２期三芳町教育振興基本計画」が令和５年

度（２０２３）で最終年度を迎えたことから、まちづくりの総合的な戦略となる「三芳

町第６次総合計画」と連動させ、教育に関する基本理念、基本方針を示した「三芳町教

育大綱」が新たに策定されました。本年度は、「三芳町教育大綱」の基本理念、基本方

針を実現するために、各基本方針に応じた基本目標を定め、その中で特に重点的に取り

組むべき施策として、「令和６年度三芳町教育行政重点施策」を策定しました。 

 さらに、「令和６年度教育行政重点施策」の策定に先立ち、特に学校教育に焦点化し

た教育政策「ＭＯＶＥプラン」を策定しました。「ＭＯＶＥプラン」は子どもの学びに

向かう力を育てることを目指し、非認知能力の育成や探究的な学びの推進等の取組をま

とめ、これからの学校教育を推進していく計画として位置付けました。「令和６年度三

芳町教育行政重点施策」は、「ＭＯＶＥプラン」の内容も反映し、策定しています。 

三芳町教育行政重点施策の位置づけ 

教育に関する 

政策・施策 

三 芳 町 
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三芳町教育大綱の基本理念と基本方針 

 誰一人取り残されず、すべての人の可能性を引き出し、より良い未来を築くため、夢

の実現に向けて学び続ける人材を育成します。また、町への愛着形成を図り、三芳町ら

しい教育で住民のウェルビーイング※の向上を図ります。 

※ウェルビーイング 身体的・精神的・社会的に満たされた状態をいう 

 変化の激しい予測困難な社会を生きるために、主体的に学び続ける力・豊かな

人間性・健やかな体をバランスよく育むとともに、グローバル化する社会の持続

的な発展に向けて一人一人の多様な才能や能力を生かす教育を推進し、主体的に

社会の形成に参加する人材を育成します。 

基本方針１：未来を切り拓く力の育成 (学校教育) 

 子どもが抱える課題の解決に向けて子ども一人一人に向き合い、誰一人取り残

されず、相互に多様性を認め、すべての子どもの可能性を引き出すような、多様

な状況に応じた学びを進めます。また、次世代を見据えた教育政策を推進します。 

基本方針２：すべての子どもに学びの保障 (教育支援) 

 子どもから高齢者まで一人一人が自ら学び、生きがいや自己実現などにつなが

る生涯を通じて学習ができる環境づくりを進めます。また、生涯学習活動を通じ

て地域への愛着を育み、家庭や地域で共に学び支え合う社会の実現に向けた取組

を推進します。 

基本方針３：地域まるごと学びの創出 (生涯学習) 

 子どもたちが快適で安全に活動できる教育環境を整え、ＩＣＴを活用し、楽し

みながら積極的かつ深く学ぶ教育機会を整備します。また、子どもたちに寄り添

った教育を推進するため、教職員の資質能力の向上や働き方改革を推進します。 

基本方針４：学びを支える環境づくり (教育基盤) 

誰もが幸せに生きる夢の実現に向けて 

基本方針 

基本理念 
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教育大綱・教育行政重点施策の体系 
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基本方針１ 

未来を切り拓く

力の育成 

基本目標１－Ⅰ  

主体的に学び続ける人材の育成 

基本目標１－Ⅱ  

グローバル化に対応できる人材の育成 

基本目標２－Ⅰ  

多様なニーズに対応した教育の推進 

基本目標２－Ⅱ  

多様性を尊重する教育の推進 

基本目標３－Ⅰ  

豊かな地域を育む、社会教育活動の推進 

基本目標３－Ⅱ  

文化財の保護と郷土学習の推進 

基本目標４－Ⅰ  

質の高い教育環境の充実 

基本目標４－Ⅱ  

安心安全の学習環境整備と適正化 

基本方針２ 

すべての 

子どもに 

学びの保障 

基本方針３ 

地域まるごと

学びの創出 

基本方針４ 

学びを支える

環境づくり 

基本理念   基本方針 基本目標 

教育大綱 教育行政重点施策 



 
3 

 

   
重点施策 施策内容 

施策① 

学力を伸ばす教育の推進 

施策② 

新しい時代に求められる資質 

・能力の育成 

●主体的・対話的で深い学びの授業改善 

●非認知能力の育成 

●学力調査の分析と活用の推進 

 
●探究的な学習による授業の推進 

●企業等や地域社会と連携した学習活動の充実 

●ＩＣＴ活用能力の育成 

施策③ 

豊かな心と健やかな体の育成 

 

●豊かな体験活動の充実  ●いじめ防止に向けた取組の推進 

●読書活動の推進     ●体力の向上と健康教育の推進 

 

重点施策 施策内容 

施策① 

グローバル化の進展に対応 

する教育の推進 

施策② 

グローバル化に向けた確かな

英語力の育成 

●国際理解教育の推進 

●歴史民俗資料館と連携した伝統文化・芸術文化を体感する 

 活動の充実 

●確かな英語力を支えるグローバルアクションの推進 

 

重点施策 施策内容 

施策① 

教育相談体制の充実 

施策② 

不登校対策の充実 

●関係諸機関と連携した３Ａプランの充実 

●教育相談環境の整備 

 

●不登校未然防止策の充実 

●不登校児童生徒への学習保障の充実 

 

施策③ 

特別支援教育の充実 

●子ども一人一人の特性に応じた就学支援の充実 

●個に応じた教育環境の整備 

重点施策 施策内容 

施策① 

人権教育・生命を尊重する教育

の推進 

施策② 

主権者教育の推進 

●自他の大切さや多様性を尊重する人権教育の推進 

●生命を尊重する教育の充実 

●主体的に社会に参画していく力を育成する取組の充実 

●校則を見直す取組の充実 

基本目標２－Ⅱ 多様性を尊重する教育の推進 

基本目標２－Ⅰ 多様なニーズに対応した教育の推進 

基本目標１－Ⅱ グローバル化に対応できる人材の育成 

基本目標１－Ⅰ主体的に学び続ける人材の育成 
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重点施策 施策内容 

施策① 

地域支援を実践する社会教育

活動 

施策② 

地域との共創による、 

青少年健全育成活動の推進 

●地域支援に繋がる社会教育事業の充実 

●地域活動団体等と連携した、社会教育事業の実施による、 

学習・体験活動の推進 

 

●青少年健全育成、子どもの体験活動事業の充実 

●青少年非行防止活動の推進 

●子育て環境、青少年健全育成環境の充実 

施策③ 

主体性・多様性を尊重した、 

人権教育活動の推進 

●地域・学校・家庭・県と連携した、共生社会の実現に向けた、

人権教育・啓発推進事業の充実 

施策④ 

生涯にわたる読書活動の推進 

 

●「よみ愛・読書のまち」の推進 

●予約・レファレンスサービスの充実 

●ＤＸ推進等図書貸出の多様なアクセスの拡充 

施策⑤ 

生涯学習を支援する公民館 

活動 

●住民ネットワーク、地域学校協働活動など、地域支援の拡大 

●生涯学習を推進する、各種学習講座、イベントの充実 

重点施策 施策内容 

施策① 

文化財の活用 

●文化財を身近に感じる機会の創出と充実 

 

重点施策 施策内容 

施策① 

次世代を見据えた教育の推進 

●デジタル・シティズンシップ教育の推進 

●ＳＴＥＡＭ教育の推進 

 

施策② 

教職員の資質・能力の向上 

●教職員研修の充実 

●ＩＣＴの活用促進 

重点施策 施策内容 

施策① 

教育環境整備の充実 

●小中学校トイレの洋式化率向上 

●小中学校体育館の空調設備設置 

施策② 

安全で豊かな学校給食の提供 

●地産地消に取り組んだ安心で安全なおいしい給食提供の推進 

●給食メニューの工夫等に関する情報発信の充実 

 

施策③ 

教職員の働き方改革 

●校務支援システムを活用した校務の効率化 

●教育課程の工夫、定時退勤推奨ウィークの導入、教職員の 

意識改革の推進 

基本目標３－Ⅰ 豊かな地域を育む、社会教育活動の推進 

基本目標３－Ⅱ 文化財の保護と郷土学習の推進 

基本目標４－Ⅰ 質の高い教育環境の充実 

基本目標４－Ⅱ 安心安全の学習環境整備と適正化 
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編 集：三芳町教育委員会教育総務課 

〒354-8555 

埼玉県入間郡三芳町大字藤久保 1100 番地 1 

T E L ：049-258-0019 / F A X ：049-274-1056 

E-mail：kyousoumu@town.saitama-miyoshi.lg.jp 

mailto:kyousoumu@town.saitama-miyoshi.lg.jp

